
【参考条文】不可抗力の定義に関する規定 

①文部科学省：小中学校耐震化事業契約書（案） 

第 1条（定義） 

20. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の

自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外の

ものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 

 

 

②国土交通省：庁舎事業契約書例 

第 2条（用語の定義） 

(21) 「不可抗力」とは、本契約別紙６の定義によるものをいう。 

 

【参考】「別紙[６]不可抗力に係る負担」の記載例 

１．不可抗力の定義 

不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその

責を帰すことの出来ない事由（経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっても予見し

得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待でき

ないような一切の事由）をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 

（１）天災 

地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、

高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたも

のについては当該基準を超える場合とする。 

（２）人為的事象 

戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒

擾、暴動、労働争議等。 

（３）その他 

放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、

類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ

等。 

 

 

③公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業 

第 4条 

(27) ｢不可抗力｣とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自

然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし入札説明書等又は設計図書に

基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。）のうち、通常の予見可能

な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。 
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【参考条文】不可抗力の定義に関する規定 

④東京税関大井出張所（仮称）整備等事業 

別紙２ 用語の定義 

92. 「不可抗力」 

本契約別紙６の定義によるものをいう。 

 

別紙６ 不可抗力による費用分担 

１．不可抗力の定義 

天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその

責を帰すことの出来ない事由（経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し

得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待でき

ないような一切の事由）をいう。なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。 

（１）天災  

地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、

高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたも

のについては当該基準を超える場合とする。 

（２）人為的事象  

戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒

擾、暴動、労働争議等。 

（３）その他  

放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三

者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。 

 

 

⑤東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業（国土交通省） 

別紙２ 用語の定義集 

(41) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の

自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、業務要求水準書及び入札説

明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。）のうち、通常の

予見可能な範囲外のものであって、国及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないも

のをいう。 

 

 

⑥島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業 

第２条（用語の定義） 

三十六 「不可抗力」とは，暴風，豪雨，洪水，地滑り，落盤，落雷，地震その他の自然災害，

又は火災，騒擾，騒乱，暴動その他の人為的な現象のうち，通常予見可能な範囲を超え

るもの（要求水準等で水準が定められている場合には，その水準を超えるものに限る。）

であって，国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし，法

令の変更は，「不可抗力」に含まれない。 
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【参考条文】不可抗力の定義に関する規定 

⑦（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業（仙台市） 

第 1条（定義） 

(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、

又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち

通常の予見可能な範囲外のもの（入札説明書で水準が定められている場合及び設計図書で水

準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。）などであって、市又は事業者の

いずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。 

 

 

⑧千葉市新港学校給食センター整備事業（千葉市） 

別紙１ 定義集 

32 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガス

の発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、甲及び乙のい

ずれの責めにも帰さないものをいう。 

 

 

⑨西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業（埼玉県・川越市） 

別紙 2 用語の定義 

64. 不可抗力 

暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、

騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水

準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。) であって、県、市又は事業

者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、｢不可抗力｣に含まれ

ない。 
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【参考条文】不可抗力の定義に関する規定 

⑩川井浄水場再整備事業（横浜市） 

別紙１ 定義集 

101. 「不可抗力」とは、本契約の別紙４に定める定義による。 

 

別紙４ 不可抗力による費用分担 

１ 不可抗力の定義 

不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその

責を帰すことのできない事由（経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、又は

予見できてもその損失、損害、若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような

一切の事由）を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 

（１）天災その他自然的な事象 

地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、

高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたも

のについては、当該基準を超える場合とする。 

（２）人為的な事象 

戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒

擾、暴動、労働争議等。 

（３）その他 

放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、

類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ

等。 

 

 

※公共工事標準請負契約約款 

第二十条（工事の中止） 

工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落

盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって

乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態

が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直

ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

 

第二十九条（不可抗力による損害） 

工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を

超えるものに限る。）甲乙双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗力」という。）

により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損

害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 
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